
生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し（案）に対する

県民意見の募集（案）について 

 矢作川水域に属する 12 水域について水域類型の見直しを検討したところ、水質環

境基準の最上位の指定がされているＡＡ類型の矢作川上流(1)及び 10 年以上安定し

て現行より上位類型の水質環境基準を満たしていないＡ類型の矢作川上流始め４水

域を除いた、表１に掲げる７水域を水域類型の見直し対象としました。 

 この７水域について、環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16条第２項第２号ロ

の規定に基づき、生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型を表１の「類型・

達成期間」欄のとおり見直します。 

注(1) 水質環境基準（河川）の水域類型 

水域区分 水 域 名 範 囲 類型(1)・達成期間(2)

矢

作

川

水

域

矢作川下流 明治用水頭首工より下流 Ｂ・イからＡ・イ

乙川下流 岡崎市取水口より下流 Ｂ・イからＡ・イ

矢作古川 全域 Ｃ・イからＢ・イ

介
けん

木
ぎ

川 全域 Ａ・イからＡＡ・イ

雨山川及び

乙女川下流

雨山川全域及び雨山川合流点

より下流の乙女川
Ａ・イからＡＡ・イ

木瀬川及び

犬伏川下流

木瀬川全域及び木瀬川合流点

より下流の犬伏川
Ａ・イからＡＡ・イ

鹿
か

乗
のり

川 全域 Ｃ・ロからＣ・イ

水域類型 BOD※ 利用目的の適応性 

AA 1 mg/L 以下 水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの 

A 2 mg/L 以下 水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの 

B 3 mg/L 以下 水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの 

C 5 mg/L 以下 水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの 

D 8 mg/L 以下 工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの 

E 10 mg/L 以下 工業用水３級、環境保全 

※河川の有機汚濁の代表的な指標 

注(2) 達成期間 

「イ」 は直ちに達成、「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成を示す。

表１ 生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し

資料３ 
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水域 
区分 

水 域 
（範 囲） 

現 行 

類型 
達成 
期間 

矢

作

川

水

域

矢作川上流(1) 

（矢作ダムより上流の 
矢作川）

ＡＡ イ 

矢作川上流 

（矢作ダムから明治用水 
頭首工まで）

Ａ イ 

矢作川下流 

（明治用水頭首工より下流）
Ｂ イ 

巴川 

（全域）
Ａ イ 

乙川上流 

（岡崎市取水口より上流）
Ａ イ 

乙川下流 

（岡崎市取水口より下流）
Ｂ イ 

水域 
区分 

水 域 
（範 囲） 

現 行 

類型 
達成 
期間 

矢

作

川

水

域

鹿乗川 

（全域） 
Ｃ ロ 

矢作古川 

（全域） 
Ｃ イ 

介木川 

（全域）
Ａ イ 

男川 

（全域）
Ａ イ 

雨山川及び乙女川下流 

（雨山川全域及び雨山川 
 合流点より下流の乙女川） 

Ａ イ 

木瀬川及び犬伏川下流 

（木瀬川全域及び木瀬川 
 合流点より下流の犬伏川）

Ａ イ 

図１ 矢作川水域の位置図 

H28 年度 見直し済

豊川等水域

H29 年度 見直し

矢作川水域

H30 年度 見直し

境川等水域

H28 年度 見直し済

庄内川等水域

（日光川他）

H31 年度 見直し

庄内川等水域

（庄内川他）

備考：詳細な位置図は図２を参照してください。

表２ 矢作川水域の見直し検討１２水域 
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図２ 矢作川水域の水域類型等を見直す水域 

矢作川下流

介木川

矢作川下流

木瀬川及び犬伏川下流

鹿乗川

乙川下流

雨山川及び乙女川下流

矢作古川

 水域類型が指定されている水域

凡例
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